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【重要なお知らせ】 

福 岡 県 商 工 会 連 合 会 

小規模事業者持続化補助金地方事務局 

＜持続化補助金を使用する前に把握する大きなポイント＞ 

◆改めて、申請した経費に、対象外経費がないか念のために確認ください。 

（採択を受けていても最終的に、対象外経費があれば、否認されます。） 

◆事業期間内に事業を実施し、事業終了後は、実績報告の提出が必要です。 

◆本補助金に関する書類はすべて、5年間保存義務がありますので大事に保管ください。 

◆補助事業者は、補助事業の終了日の翌月から 1年間の補助事業がもたらした効果等について事業 

効果等状況報告をしなければなりません。 

 

以下は、「重要事項」を抜粋し記載しています。  

詳細については、別添の「補助事業の手引き」を十分にご確認の上、商工会の担当者と相談しながら 

円滑に事業を実施ください。 

1. 採択後は、申請した事業計画どおりに実施してください。 

2. ただし、支援先商工会・補助金事務局より、計画内容に「注意・指摘事項」があった場合は、それを踏まえて

取り組んでください。 

3. 本事業に関することは、原則として、商工会を通じてご連絡いたしますので、当事務局に提出した書類につい

ては、「支援先商工会」にもコピー又はデータを提出してください。 

4. 取り組む内容や購入する金額等を変更したい場合は、「事前に」必ず支援先の商工会へご相談の上、変更し

てください。軽微でない変更は、変更申請が「事前に」必要になります。（軽微かの判断は、手引きにも記載が

あるとおり、ルールがあります。 → 内容・金額により補助金の対象外になります。） 

5. 実績報告時に不備があった場合は、補助金は支払われませんのでご注意ください。（例）支払ルールに 10万

円超（税抜）の現金払いは不可など（手引参照）。 

6. 「実績報告書」について 

① 実績報告書は、事業期間中の取組内容、事業の成果を「具体的に」記載する必要があります。 

→ 「機械等を購入して終了」といった実績報告は認められません。必ず補助金を使用した後の「一定期

間」の販路開拓の実績・成果を報告することが必要です。 

② 実績報告では、補助金を使用した記録「証拠（証ひょう）書類（見積～支払い、その他）」が必要です。補

助対象経費ごとに、必要書類が異なるため、事前に「手引き」を十分確認ください。 

③ 補助金の不正受給等の不正行為があった場合には、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法

律」（以下「補助金等適正化法」とする）に基づき、厳正に対処されます。 

7. 実績報告～入金まで 

① 実績報告提出後は、持続化補助金事務局（福岡県事務局、全国事務局）のダブルチェック実施がありま

すので、補助金の最終的な入金までには、２～３ケ月かかります。 

② さらに提出の多い時期は、それ以上時間を要することも想定していますので、資金繰りには十分にご注

意の上、できるだけ早く事業に取り掛かり、その都度、「証ひょう」を整備しながら、速やかに、実績報告

書を提出ください。 

→【裏面に事業全体のフロー図を記載しています】 
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8. 事業全体のフロー図                                     
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① 採択通知（P.７） 

②交付決定通知（P.７） 

③補助事業実施（P.８～18） 

 
※補助事業実施期限（20２４年 11月 4 日（月）までに、補
助事業を終了させ、かつ、補助事業に係る経費の支払い
（口座引き落としを含む）を完了させなければなりません。 

⑤実績報告書等提出（P.１9～２4） 

⑥事務局にて確定検査 

 
※実績報告書等に不備・不足等があった場合は、事務局
から修正依頼や追加の書類提出依頼を行います。これら
に対応いただけない場合は、補助金を交付できませんの
で、速やかなご対応をお願いします。 

⑦補助金額の確定通知 

⑧補助金の請求（P.25） 

⑨補助金の交付（支払） 

④＜該当者のみ＞ 

  各種変更申請・承認（P.１5～１8） 

⑩事業効果等状況報告（P.２6） 

交付申請の内容に不備がある場合は、事務局から不備内
容を通知するとともに、修正依頼や追加の書類提出依頼
を行います。これらに対応いただけない場合は、補助金を
交付できませんので、速やかなご対応をお願いします。 
 

補助事業が終了した日から起算して３０日を経過した日、
または「最終提出期限：202４年 11 月１4 日（木）17：00」
のいずれか早い日まで（補助金事務局必着）に提出しなけ
ればなりません。 
 
 

＜事業開始＞ 
 

・手引きを確認し、
必要な書類を整備

ください。 
支払いルール注意 
（10万以上は振込

厳守など） 

＜必要に応じて＞ 
 

※事前申請 

＜実績報告＞ 
提出期限まで
に提出 

補助事業の終了日の翌月から 1 年間の補助事業がもた
らした効果の報告（様式第 14） 

*賃上げ枠は賃上げ状況、雇用状況も併せて報告 

※上記図は、補助事業における主な手続きの流れを示しております。上記以外にも手続き等が必要と 

なる場合がございます。 


